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へいわオリーブ保育室 重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人ピスティスの会  

事業者の所在地  千葉県松戸市松戸１３９４番地  

事業者の連絡先  ０４７－３６９－７７０１  

代表者氏名  理事長  村上恵理也  

 

（２）施設の概要  

種別  小規模保育事業Ａ型  

名称  へいわオリーブ保育室  

所在地  千葉県松戸市松戸１３３３コスモ松戸ステーションスクエア１０９  

連絡先  

（電 話 番 号）０４７―７１２－１９３３  

（ＦＡＸ番号）０４７―７１２－１９３４  

管理者氏名  白石由美子  

開設年  ２０１５年  

利用定員  ２号・３号  

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計  

 6 人  6 人     １２人  

当園の基本理念・方針  

当保育室は、キリスト教精神に基づき、平和を愛する

美しい心と隣人を大切にする優しい心を育み、神と人と

に愛される乳幼児の保育を目標とする。  

 

 

（３）施設の概要  

園舎  

構造  鉄筋コンクリート造  

延べ  ８２．９５㎡  
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（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  

１，２歳児室   １室  

 

（５）職員体制  

職種  員数  

保育士  ３人  入所児童数に応じて加配  

栄養士・調理員  場合に応じて配置  

保育支援者・事務員  入所児童数に応じて配置  

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

 

保育標準時間  ７時００分～１８時００分（１１時間）  

保育短時間  ９時００分～１７時００分（８時間）  

延

長  

保育標準時間  夕：１８時０１分～１９時００分  

保育短時間  

（いずれか）  

朝：  ８時００分～  ９時００分  

夕：１７時０１分～１８時００分  

開所時間  

月～金曜日  ７時００分～１９時００分  

土曜日  ７時００分～１９時００分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

延長保育料、雑費、その他保育に関わる諸経費は、 LINE を活用したキャッ

シュレス決済サービス（「 enpay」エンペイ）を利用して集金する。  

（別表参照。9 頁） 
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（８）提供する特定教育・保育の内容  

・（６）に記す提供時間内での保育提供  

・食事の提供（但し年に３回程度お弁当の日有り）  

・保育に係る行事等  

・障がい児保育の実施  

 

（９）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  イースター礼拝   

６月  花の日・ペンテコステ礼拝  

８月  防災訓練  

１１月  収穫感謝礼拝  

１２月  アドヴェント  クリスマス会  

３月  ありがとうパーティ  

その他 お誕生会（誕生月）、親子プレイデイ ほっと time（年１回）  

    内科検診（年 2 回）歯科検診（年 1 回）保育参加（年５回）  

子育て講座 子育て相談（随時）懇談会（年１回）  
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（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

退園理由  

①２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

②保護者から退園の申出があったとき  

③利用継続が不可能であると市が認めたとき  

④その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たって

の留意事項  

①保育に欠けていない場合は利用できない。  

※支給認定を受ける保護者の「保育を必要とする理由」に該当し

ない理由での保育サービスの提供はできない。  

例えば、土曜日に保護者が休暇日である場合は、土曜保育を利用

できない。兄弟児の運動会、授業参観も同様。  

②利用児童の体調が不良と保育室が認めた場合、利用できない。  

③延長保育料等の滞納が２か月以上となった場合、当該サービス

を提供できない。  

 

（１１）嘱託医  

医療機関の名称  つるこどもクリニック  

医院長名  津留智彦  

所在地  松戸市松戸１０７２－６  

電話番号  ０４７－７０３－８９４１  

 

（１２）嘱託歯科医  

医療機関の名称  宇佐美歯科医院  

医院長名  宇佐美宏  

所在地  松戸市松戸１６８９  

電話番号  ０４７－３６２－５２０７  
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（１３）緊急時における対応方法  

保育の提供により事故、怪我が発生した場合  

①  保護者等に連絡するとともに必要な措置を講じる。  

②  事故状況等を記録し、再発防止のための対策を講じる。  

③  賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を園が加入する賠償責任保険の  

範囲内で行う。  

④  事故、怪我が発生した翌日以降の通院は各家庭で対応いただくことになり

ます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  松戸市消防局  中央消防署  

所在地  千葉県松戸市松戸新田１１４－５  

電話番号  ０４７－３６３－１１１１  

【管轄する警察署】  

警察署名  松戸警察署  

所在地  千葉県松戸市松戸５５８－２  

電話番号  ０４７－３６９－０１１０  

 

（１４）非常災害対策  

防火管理者  白石由美子  

消防計画届出年月  毎年６月  

避難訓練  年間１２回（月１回実施）  

防災設備  消火器、火災報知器  

避難場所  松戸中央公園  千葉大学園芸学部  

緊急時の連絡手段  災害伝言版  
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（１５）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  主任保育士  白石由美子  ０４７―７１２－１９３３  

相談・苦情解決責任者  第二平和保育園施設長  星野牧  ０４７－３６７－０１０５  

第三者委員  

社会福祉法人東京山手マリヤ会山手保育園  ０４２－３６７－２１０４  

施設長  早坂泰子   

社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会  ０４３９－８７－９３８１  

理事長  木下宜世   

【要望・苦情等への対応方法】  

苦情解決のため、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置する。  

①苦情解決責任者は利用者に対し苦情解決の仕組みを説明する  

②苦情受付担当者は利用者からの苦情を受けつけ、その内容を書面に残し、申出

人に確認する。第三者委員が直接苦情を受けつけることもできる。  

③苦情受付担当者は申出人が拒否した場合を除き、苦情解決責任者及び第三者委

員に報告する。それぞれが苦情の内容を確認し解決策を検討する。  

④苦情解決責任者は申出人と話し合い、解決案を提示する。  

⑤苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について記録す

る。苦情解決責任者は適宜第三者委員に報告する。  

⑥申出事項の改善を図る。  

⑦苦情解決の取り組み実績を公表する。  

 

【カスタマーハラスメントの対応に関する方針】  

別紙「カスタマーハラスメントの対応に関する方針」に定める。  
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（１６）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  賠償責任保険  

保険の内容  

園賠償責任保険（施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険） 

園児団体傷害保険  等  

契約者  公益社団法人全国私立保育園連盟  

保険会社  東京海上日動火災保険株式会社  

以下の災害共済給付制度に加入しています  

互助共済制度名  

独立行政法人日本スポーツ振興センター  

災害共済給付制度  

共済給付制度の内容  

保育室管理下の災害に対する補償  

＜保育室管理下の災害の種類＞  

独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めると

ころによる  

契約者  独立行政法人日本スポーツ振興センター  

 

（１７）個人情報の取り扱い  

①個人情報の収集・利用にあたりその目的を明らかにする。  

②個人情報の訂正・削除等を文書により求められた場合、的確に対応する。 

③事前に承諾いただいた場合、法令の定め等による場合を除き、第三者に

対し個人情報の開示・提供はしない。  

④個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい

などを予防するため、必要な安全措置を講じる。  

⑤業務の一部を外部に委託する場合、個人情報保護の観点から必要かつ適

切な監督を行う。  
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（１８）その他  

①当保育室では原則薬は預からない。  

（保育室でお預かりしたお子さんに与薬することはできない。）  

②感染症による登園停止については、学校保健安全法施行令（第６条およ

び７条）、学校保健安全法施行規則（第３章第１８条から２１条）に準じて

行う。また、感染症の種類によって、医師の意見書、または保護者記載の

登園届を保育室に提出する必要がある。  

③保育室には保護者送迎用駐車場はない。送迎は保護者の責任のもと、公

共のルールを守って行うこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２０年 ４月１日  一部改訂  

２０２１年 ４月１日  一部改訂  

２０２２年 ４月 1 日 一部改訂  

２０２３年 ４月１日  一部改訂  

２０２４年 ４月１日  

２０２５年 ４月１日  

一部改訂  

一部改訂  

２０２６年 ４月 1 日 一部改訂  
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【別表】利用料等  

保育料 

利用者負担（月額保育料）  

利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担  

（保育料）  

実費徴収 

費目  単位  単価  徴収月  

土曜保育寝具料※  １回  １００円   

 

 

利用翌月  

衛生・消耗品代  １ヶ月  ８００円  

教材費  １ヶ月  ３００円  

午睡寝具レンタル代  １ヶ月  ３００円  

システム利用料  １ヶ月  ５００円  

延長保育利用料（月額利用）※  １ヶ月  ２，４００円  

延長保育利用料（スポット利用）※  １回  ６００円  

行事費（クリスマス  ありがとうパー

ティ  親子プレイデイ）  

１年  １，２００円  ２月  

誕生カード  1 年  ３００円  誕生日翌月  

ファイル  １年  ６００円  入所翌月のみ  

リフィル  １ヶ月  １４０円  ３月  

スポーツ振興センター災害共済掛金 １年  ３１５円  進級入園翌月  

※利用者のみ  

超過保育料  １５分超過につき １回  ６００円  各月  

＊このほか任意の実費徴収あり  

＊衛生消耗品代、教材費、行事費は実費の一部を保護者負担とする。  

＊ポートフォリオは、子どもの成長の歩みを記録するものとして在籍期間中

継続的に作成し退所時に渡す。徴収額は在籍期間に応じて決定する。  

＊延長保育利用料  

月額登録者のみ月額利用料金での利用が可能。  

月額登録者は月の利用回数にかかわらず定額請求となる。  

月額登録を行っていない場合は、スポット利用となり利用回数に応じた延
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長保育料となる。上限額は設定していない。  

登録および変更は利用月の前月２５日を締め切りとする。  

＊保育料は当月分を当月徴収、その他実費徴収、超過保育料は前月分を翌月

徴収することを原則とする。  
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別紙  

へいわオリーブ保育室 カスタマーハラスメントの対応に関する方針  

 

【目的】  

へいわオリーブ保育室（以下「園」といいます。）に関わる全ての人が気持ちよ

く園児の成長を見守り、安心して施設の利用や勤務ができる環境を整えるため、

園では以下の方針を策定しております。  

 

【園が考えるカスタマーハラスメント】  

厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」と同様、園

では、カスタマーハラスメントを「利用者等からの苦情・言動のうち、当該苦

情・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・

態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の就業

環境が害されるもの」と定義します。  

なお、カスタマーハラスメントの具体例は以下のとおりですが、これらに限る

ものではありません。  

（暴力・暴言及びそれらに類するもの）  

 ・職員に対する暴力行為（殴る蹴る、物を投げるなど）  

 ・職員に対する脅迫、恐喝（ＳＮＳで拡散するとかマスコミに言うなど）  

 ・当法人及び職員の名誉を毀損し、または侮辱する言動  

 ・職員の人格を否定する言動  

 ・職員に対する威圧的・攻撃的な言動  

（大声で怒鳴る、必要以上に叱責するなど）  

（過剰・不合理な要求）  

 ・過剰な保育サービス（マンツーマン対応や特別扱いなど）の要求  

 ・不可能（いかなる怪我をも発生させないなど）を強いる要求  

 ・土下座の要求  

 ・合理的理由の無い謝罪要求  

 ・合理的理由の無い金銭要求  

 ・解雇せよなど職員への処罰要求  
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 ・同じ要望や問い合わせの執拗な繰り返し  

 ・職員の長時間拘束を伴う行動  

（居座り、不退去、不相当に過大な時間の面談など）  

 （その他のハラスメント行為）  

 ・職員のプライバシー侵害  

 ・園及び職員のインターネット・ＳＮＳ上での誹謗中傷  

 ・職員に対する差別的な言動  

 ・職員に対する性的な言動  

 ・職員の言動に対する揚げ足取り  

  

【カスタマーハラスメントへの対応】  

カスタマーハラスメントと認められる行為があったと園が判断した場合、外部

機関（警察・園顧問弁護士）と連携し協力を仰ぎながら、厳正に対処いたしま

す。  

（職員向けの対応策）  

 カスタマーハラスメントに対して毅然と対応できるよう、園内で以下の取り

組みをしています。  

 ・カスタマーハラスメントに関する知識、対応方法に関する研修  

 ・カスタマーハラスメント発生時の対応体制の構築  

 ・カスタマーハラスメントから職員を守るべく、職員の心身のケアを最優先

とします  

 

職員一同、お子様をお預かりさせて頂ける感謝の心をもって日々、保育にあた

っております。  

何卒、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。  

 

 

 


